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照合省略指定事業所事務担当者研修

～第３部 資格取得・喪失手続きについて～

※本動画は、令和４年１１月現在の制度に基づき作成しています。今後の制度改正により、

取扱が変わる可能性があることについて、あらかじめご了承ください。

• 雇用保険事務手続きの参考としていただくため、ハローワークで交付しています。

• 大阪労働局で作成しており、ホームページにも掲載されています。

「雇用保険事務手続きの手引き」



• 雇用契約書又は労働条件通知書

• 賃金台帳

• 労働者名簿

• 出勤簿（タイムカードなど）

• その他社会保険の資格取得関係書類等その労働者を雇用したこと及びその年月日が明らかなもの

• 遅延理由書（６ヶ月以上遡及の場合）
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１ 被保険者となる労働者を雇用したとき（資格取得届）

提出書類 提出期限 添付書類

提出期限を過ぎて提出される場合など

雇用保険被保険者資格取得届
雇用した日 または 被保険者に該当するようになった日
の属する月の翌月１０日まで

期限内であれば不要

雇用実態を確認する必要がある場合は、期限内、期限徒過
にかかわらず、確認書類の提出を求めることがあります。

・週の所定労働時間が２０時間未満から
２０時間以上に変更になった場合

・役員から労働者に変更になった場合など

※２年を超えて遡及する場合は、雇用保険料の天引きがあった

最も古い日の確認できる書類が必要。➡詳しくはハローワークへ



• 被保険者番号は原則１人１つ

• 雇用保険に初めて加入する労働者は空欄だが、過去に加入歴

がある場合は、本人の雇用保険被保険者証の番号を転記。

• 被保険者番号が不明の場合は、資格取得届の右下の備考欄に

前職、前々職の事業所名を記載する。
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１ 被保険者となる労働者を雇用したとき（資格取得届）

被保険者番号

※記入がない場合は原則返戻します。

備考欄

• 雇用保険の届出には、個人番号（マイナンバー）の記載が必要。

• 確認書類の添付は不要だが、番号確認と身元確認を行った上で

記入する。

個人番号

• 特別な調査等をせずとも労働者が外国人（「外交」又は「公用」

の在留資格の者、特別永住者を除く）と判断できた場合に記入

被保険者が外国人の場合



• 所定労働時間が週２０時間未満になったとき（臨時的・一時的な場合を除く）。

• 被保険者が法人の役員に就任したとき（ただし、ハローワークで兼務役員として認められた場合を除く）。

• 被保険者として取り扱われた兼務役員が、労働者としての身分を失ったとき。

• 他の事業所へ出向したとき。

• 被保険者が死亡したとき。
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２ 離職等により被保険者でなくなったとき（資格喪失届）

提出書類 提出期限 省略できる書類

労働者名簿、賃金台帳、出勤簿・タイムカードなど

離職時以外も必要

雇用保険被保険者資格喪失届
被保険者でなくなった日の
翌日から起算して１０日以内

資格喪失手続きを行う際は、
「離職証明書」の提出も原則必要



• 資格取得届と同様に記載が必要（こちらは裏面に記載）。

• 離職時における労働時間の記入が必要。取得後に変更が

あった場合は注意が必要。

• 事業所においてシステムを構築している場合、取得時の労

働時間が自動的に喪失届に反映するものが見受けられる。

• 労働時間により失業給付受給の際の賃金日額の計算方法が

異なる。

• 資格取得届と同様に、個人番号（マイナンバー）の

記入が必要。
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２ 離職等により被保険者でなくなったとき（資格喪失届）

個人番号

１週間の所定労働時間

被保険者が外国人の場合

裏 面

※記入がない場合は原則返戻します
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３ 離職証明書について

提出書類 提出期限 省略できない書類

雇用保険被保険者離職証明書
被保険者でなくなった日の
翌日から起算して１０日以内

・離職理由を確認できる書類
例：自己都合➡退職届

定年➡就業規則
契約期間満了➡雇用契約書

・⑬備考欄に記載する事項（受給要件の緩和）
の確認書類

• 失業給付の受給手続きに必要となる。

• 提出期限にかかわらずできるだけ速やかに発行手続きを行ってください。

• 本人が発行を希望しない場合を除き手続きが必要（役員就任や所定労働時間変更に伴う資格喪失を含む）。

本人への交付が遅れると失業給付を受給するにあたり、極めて不
利益な状況が生じます。
離職月の賃金が未計算であっても、発行手続き優先してください。

離職証明書

※５９歳以上の離職者は、本人の希望の有無にかかわらず必要



• 労働の対象として、事業主が労働者に支払うものが対象。

• 実費弁償的なものや恩恵的なものは含まれない点に注意が必要。

（例）出張旅費、受験手当、慰労金など

• 宿直手当、正月勤務手当、祝日手当など労働の対価として支払われるものは、離職証明書に記載する賃金と

なる。

• 労働保険料の算定対象となる賃金にはなるが、離職証明書には記載できないものもある。

（例）臨時に支払われる賃金（支給事由の発生が臨時的あるいは不確定なもの）

３ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）
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３ 離職証明書について

離職証明書に記載する賃金の範囲

※詳細は、「雇用保険事務手続きの手引」をご覧ください。

• ３ヶ月以内の期間ごとに支払われるものは、他の毎月支払われる賃金とは別に離職証明書の⑭欄に、その支

給日、名称、支給額を記載する（⑫欄には含めない）。

特別の賃金の記載
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給与形態 基礎日数（⑨⑪欄）の記載
賃金額（⑫欄）
の記載

月給制

・月額の基本給が定められている
・土、日、祝等勤務を要しない日は基本給の支給対象としない

実際に勤務した日数

Ａ欄

・月額の基本給が定められている
・土、日、祝等勤務を要しない日も基本給の支給対象とする
・欠勤があった場合その欠勤日数分の基本給が減額される

暦日数から欠勤日数を控除した日数

完全月給制
・月額の基本給が定められている
・土、日、祝等勤務を要しない日も基本給の支給対象とする
・欠勤があっても給与の減額がない

暦日数

日給制
時給制

・１日当たり、または１時間当たりの給与が定められている
・勤務した日数・時間によって給与が決定される

実際に勤務した日数
Ｂ欄

※月によって支払われる
手当などはＡ欄

基礎日数・賃金額（⑨⑪⑫欄）の記載欄について

３ 離職証明書について
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３ 離職証明書について

これらに共通するのは、支給月にまとめて計上
するのではなく、支払対象となっている期間に
記載する点です。

• 数カ月分を一括支給した場合は、対象月数で除して、各月の欄に加算する。除した際に生じた小数点以下の

端数は最後の対象月にまとめる。

通勤手当

• 実際に超過勤務を行った期間の給与に計上する。

超過勤務（時間外）手当

• 在職中に労働協約等の改訂に伴い賃金が遡って引き上げられ、過去の月分にかかる差額が支給された場合に

は、それぞれの該当月に支給された賃金額に当該差額を加えた賃金を記載する。

給与の差額支給

※離職後に決定されたものは、離職証明書には記載できない。
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３ 離職証明書について

• 支払うべき賃金に未払がある場合は、⑬欄にその旨及び未払額等参考となる事項を記載する（⑫欄は未払額

を含めて記載）。

未払賃金がある場合

• 労働協約に定められている場合であっても、臨時的に支払われる賃金と解されるため、離職証明書には記

載できない。

資格試験合格の祝い金

• 算定対象期間中に病気やけが、出産、事業所の休業、海外出向等の理由により、引き続き３０日以上賃金の

支払いを受けることができなかった期間がある場合は、その期間を算定対象期間に加えることができる（合

計４年間まで）

※通常離職証明書に記載できる算定対象期間は、離職日以前の２年間。

• 賃金の支払いのなかった期間については、⑧～⑫欄には記載せず、⑬欄（備考欄）に、その期間、日数、理

由を記載する。

• 賃金の支払いを受けることができなかった理由が確認できる診断書、傷病手当支給申請書、母子手帳の写し

などの証明書類の添付が必要。

受給要件の緩和
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３ 離職証明書について

• 事業主の責めに帰すべき事由により労働基準法第２６条に基づく休業手当を支給している場合、⑬欄に休業

日数と支払った休業手当の金額を記載する。

• １日を通して休業の場合は、休業手当の支給率にかかわらず記載が必要。１日のうち部分的に休業がある場

合はハローワークへ確認。

• 賃金月の全期間にわたり休業が行われ、休業手当が支給された場合は、⑬欄に「全休業」、そして、支払っ

た休業手当の金額を記載する。

• 月給制の労働者については、⑬欄の記載について留意が必要。

休業手当

⑬欄の記載について、次のページで具体的に
見ていきましょう！
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３ 離職証明書について

記載漏れや記載誤りが多
くあります。
休業が発生している場合
など、離職証明書記載の
際には、手引きをご確認
いただき、正しい記載を
お願いします。

• 月給制の労働者

休業期間中の所定休日の取扱いについて

「休業期間中の所定休日」として⑬欄に記入が必要となる休日の条件

→休業手当が支払われた日とその直後の休業手当が支払われた日との間に就業規則等に
定められた所定休日（有給休暇は含まない）のみがあること

【例示説明】

・「休手」は、労働基準法第26条による休業手当

・「休日」は、就業規則等に定められた所定休日（有給休暇は含まない）

・「有給」は、有給休暇を取得した日

・休業手当は、１日３,０００円で設定

・賃金締切日 月末

・〇は⑬欄に記入が必要となる休日

・✕は⑬欄に記入を要しない休日

（例１） 「休業期間中の所定休日」として⑬欄に記入が必要となる場合

【⑬欄の記載】

休業３日 ９,０００円

休業期間中の所定休日２日

（例２） ⑬欄に記入を要しない場合

【⑬欄の記載】

休業２日 ６,０００円


